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１ 監査テーマ 

防災・減災等事業に関する財務事務等の執行について 

 

２ 選定理由 

学術的な研究により、東海地震が確実に発生することが指摘されてから40年余

りが過ぎた。 

静岡県では、東海地震対策として、これまでに２兆2,789億円(昭和54年度から

平成27年)を支出し、全国トップレベルの地震・津波対策を実施してきた。 

その結果、学校・幼稚園施設の耐震化率は99.3％に達し、全国１位の実績とな

っており、その他にも、震災総合訓練の県民参加率や木造住宅耐震補強への助成

をした戸数などの全国１位の実績を達成している。 

2011年の東日本大震災の発生を機に、国では、従来の単独地震の発生を前提と

した被害想定について、南海トラフを震源域とする巨大地震など広域発生を前提

とした被害想定への見直しを行うとともに、地震・津波対策の大幅な拡充を図っ

た。 

各都道府県においても同様な見直しが行われる中、静岡県では、静岡県総合計

画「富国有徳の理想郷“ふじのくに”のグランドデザイン」後期アクションプラ

ン（平成26年３月策定）において、「大規模地震への万全の備え」を“ふじのく

に”づくりの総仕上げに向けた重点取組として位置付けるとともに、「第４次地

震被害想定」を踏まえ策定した「静岡県地震・津波アクションプログラム2013」

においては、「想定される犠牲者を平成34年度までの10年間で、8割減少させるこ

とを目指す」を現在目標として掲げ、各種の地震・津波対策事業の実施及び進捗

状況の管理を行っている。 

近年の東日本大震災や熊本地震等の巨大地震の発生により、地震・津波対策に

対する県民の関心が高まる中、これらの防災・減災事業の財務事務等の執行につ

いて、関係法令及び条例等に従い適切に実施されているか、経済性、効率性及び

有効性の観点から合理的に実施されているかを監査することにより、今後の地震 

・津波対策の更なる推進に資するものと考える。 

以上の観点から、当該テーマを選定した。 

 

３ 実施期間 

平成 29 年６月１日から平成 30年３月 16日まで 

 

４ 監査対象期間 

原則として平成 28 年度を対象とする。 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

 

５ 監査実施者 

（１） 外部監査人 

公認会計士  村松淳旨 
（２） 補助者 

公認会計士  加山秀剛 
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公認会計士  松本次郎 

公認会計士  原田俊輔 

公認会計士  山本博生 

公認会計士  佐藤 豪 

公認会計士  鈴木教史 

公認会計士  齋藤英貴   

 

６ 監査対象 

「静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2013」（平成 29 年 2月改訂版）

のプログラムメニューと、それに関連する事業を監査の対象とした。 

なお、プログラムメニューについては、「平成 23 年度から平成 28 年度の事業予

算の規模、内容の金額的重要性」、「実質的な事業主体が国や市町ではなく、県で

あること」、「アクションプログラムの数値目標の達成状況」、「効果測定の難しさ」

などを総合的に勘案して、次の事業を対象とした。 

事業 担当所属 
県民防災啓発強化事業費 危機管理部 危機情報課 

危機管理部 危機情報課 

〃   危機政策課 
緊急地震・津波対策等交付金 

〃   消防保安課 

健康福祉部 管理局政策監 
危機管理部 消防保安課 防災ヘリコプター活動事業費 

プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合

支援事業費 
くらし・環境部 建築安全推進課 

経済産業部 商工振興課 商工業総合振興対策費 

交通基盤部 道路整備課 県単独道路整備事業費 

交通基盤部 政策監 

〃   河川企画課 

津波対策施設等整備事業費 〃   港湾企画課 

〃   道路整備課 

経済産業部 森林保全課 
教育委員会 財務課 吊り天井落下防止対策事業費 

 

７ 監査手続の概要 

主要な監査手続は、次のとおりである。 

・危機管理部危機政策課から「静岡県地震・津波対策アクションプログラム

2013」（平成 29年 2月改訂版）の概要をヒアリング。 

・「静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2013」のプログラムメニュー

について、各担当局課にアンケートを実施し、事業予算の規模や数値目標の

達成状況の概要を把握。 

・上記の結果等を踏まえ、担当所属のヒアリング、関係書類の閲覧。 

・関係出先機関の調査（中部危機管理局、浜松土木事務所、島田土木事務所） 

・監査結果の取りまとめにあたって、事実誤認の発生防止に配慮し、必要に応

じて監査対象所属と意見交換会を実施。 
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８ 監査結果 

 

Ａ．「静岡県地震・津波対策アクション・プログラム 2013」全体について 

結果 項目 内容 

①  目標指標の

設定について 

意見 本プログラムにおいては、同じようなアクション

にもかかわらず、担当課によって目標指標の設定が

異なるケースがある。 [危機政策課] 

これは、担当課によって本プログラムの位置づけ

や趣旨に対する理解が異なっていて、目標指標の設

定に違いが生じているものと考える。今後、「静岡県

地震・津波対策アクションプログラム 2013」推進会

議における進捗管理の中で、進捗に遅れが見られる

アクションについて目標指標や目標数値などの見直

しや検討を行うにあたり、あわせて検討していくこ

とが必要だと考える。 

②  実績の集計

について 

意見 本プログラムでは、アクション別に、目標指標と

数値目標に並んで平成27年度末の実績も示されてい

る。 [危機政策課] 

この実績の集計について、一部推計値を実績とし

て開示しているケースもあった。 

本プログラムを取りまとめる際に、危機政策課が

各担当課に対して実績の計算に推計値が含まれてい

るかどうかを確認し、含まれているという回答があ

ったアクションについては、推計値の客観性や合理

性の検証をすることが必要である。 

また、実績の集計については、厳密に基礎データ

の集計をやれば、それ自体が膨大な作業となってし

まうため、簡便的に 10 年以上も前のデータが継続し

て使用しているケースもあった。本プログラムでは、

そのことについては特に説明もされていないので、

公表されている実績データについて誤解を与える恐

れがある。 

今後、「静岡県地震・津波対策アクションプログラ

ム 2013」推進会議における進捗管理の中で、進捗に

遅れが見られるアクションについて目標指標や目標

数値などの見直しや検討とあわせて、必要に応じて

実績集計の方法についても見直すのが望ましいと考

える。 

③  市町レベル

の情報の開示 

意見 個別に担当課へのヒアリングを行ったアクション

について、市町別のデータを見る機会もあり、同じ

静岡県でも、市町によって、地形や特性、年齢構成、

財政力などの違いもあって、防災への考え方や取組

状況は一様ではないという印象を強く受けた。 

[危機政策課] 

本プログラムは、県全体の取組状況がまとめられ
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ているが、個々の県民にとっては、県全体の状況よ

りも、自分たちが生活している市町の状況の方が、

より身近な問題である。 

各市町のホームページや広報でも、個別に地震・

津波対策の情報を探すことはできるが、全 35 市町の

状況を一覧にすることで他の市町との比較から、自

分たちが生活している市町への理解がより深まるの

ではないかと考える。 

今後、本プログラムの 176 のアクションの中で、

特に重要性や緊急性が高いものについては、数値目

標と実績に関する基礎データを市町別一覧にして開

示することを検討すべきである。 

 

Ｂ．県民防災啓発強化事業費 

結果 項目 内容 

①  目標設定の

曖昧さについて 

意見 本アクションでは、目標指標の実績をアンケート

による県民意識調査で確認している。そのなかで、

家具類の固定化が大部分できているかどうかの判断

は回答者に委ねられているが、大部分かどうかの判

断についての説明は特に行われていない。 

（ ア ク シ ョ ン

No.２） 

[危機情報課] 

判断のポイントとなる事項や 低限クリアすべき

もの（例えば、寝室の家具、食器棚、テレビなど）

についての説明やチェックリストを加えることで回

答者の視点やレベル感が定まりやすくなると考え

る。 

②  地震防災セ

ンターによる情

報発信について 

意見 地震防災センターは静岡市にあり、県東部や県西

部の人には利用しづらい面がある。センターの展示

品や体験装置の一部を一定の期間、東部地区や西部

地区に移動できるような仕組みを積極的に検討して

利用者の拡大を図ることを検討すべきである。 

（ ア ク シ ョ ン

No.112） 

[危機情報課] 

③  事業所の地

震防災応急計画

の策定の促進に

ついて 

意見 特別措置法の立法趣旨から考えると、地震防災応

急計画の作成・届出をしていない事業者に対しては、

県から強く対応を求める必要があると考える。しか

し、対象となる施設・事業によって県内部の所管が

分かれていて、全体の取りまとめができていないの

で、知事による勧告や公表といった特別措置法の仕

組みが十分に機能していないと思われる。 

（ ア ク シ ョ ン

No.129） 

[危機情報課] 

また、「地震・津波対策アクションプログラム」で

の本アクションは、危機管理部危機情報課が担当に

なっているが、危機情報課は各所管課から計画の届

出状況の情報を収集しデータを集計しているにすぎ

ない。 

アクション（をするための）プログラムとしてメ
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ニューに加えて、計画の策定率を 100％にすることを

目標に掲げるのであれば、危機情報課が履行義務を

果たしていない事業者が多い所管課に対して改善策

を求めることや、知事による勧告や公表の検討など

の全体の取りまとめを積極的に行うべきである。 

④  アンケート

調査の内容の重

複について 

意見 本アクションでは、目標の達成状況を 4 年に 1 回

行われる企業防災実態調査の結果で確認している

が、そのアンケートの中にはＢＣＰ（事業継続計画）

の策定状況についても含まれている。 （ ア ク シ ョ ン

No.148） ＢＣＰの策定状況については、アクション No.156

で、経済産業部商工振興課も事業者に対するアンケ

ート調査を１年おきに行っていることを確認してい

るが、アンケート調査は連携していることはなく、

独自に実施している。 

[危機情報課] 

アンケート調査自体は、直接的にＢＣＰ（事業継

続計画）の策定を促進させるものではなく、発送コ

ストや回答の集計事務工数もかかるので、できるだ

けアンケート内容の共有や、重複を避けるような連

携が必要であると考える。 

 

Ｃ．緊急地震・津波対策等交付金 

結果 項目 内容 

① 「 成 果 指 標

調」の公表につ

いて 

意見 危機政策課では、各市町における交付金対象事業

の進捗管理のために、「市町ＡＰ進捗確認票」の中か

ら特に重要な４項目 （ア.津波避難施設の空白域の

解消、イ.安全対策完了、ウ.救護施設機材整備、エ.

救命救助用資機材装備）について、市町別の実績状

況をまとめた「成果指標調」を作成し、市町にも提

示している。 

[危機政策課] 

この「成果指標調」を見ると、市町によって、実

績にかなりのばらつきがあることが確認できる。県

のホームページで公表されている「静岡県地震・津

波対策アクションプログラム 2013」の中で、平成 27

年度末の目標指標の実績が記載されているが、市町

別のデータは公表されていない。 

命にかかわる事業への取り組みについては、住民

にとって、県全体のデータよりも、自分たちが住む

市町のデータの方が重要である。また、本来、市町

が進めるべき事業に対して、県が交付金を出す趣旨

を考えれば、県としても、もっと積極的に交付金を

活用して、事業を進めることを市町に求めるために

も、市町別データの公表をする必要があると考える。

②  県民意識調

査の結果の市町

意見 アクション No.37 は、県民意識調査で、自分が住

んでいる家は警戒宣言が発せられたときに避難が必
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への伝達につい

て 

要かどうかを知っている人の割合が 100％になるこ

とを目標指標に掲げている。 

（アクション

No.37） 

県民意識調査のアンケートは、回答者が、どこの

市町の人なのかはわかるようになっているが、これ

まで、アンケート結果を市町にフィードバックして

いなかった。 

[危機情報課] 

本アクションに関しては、住民に対して、直接、

警戒宣言が発せられたときに避難が必要な地域かど

うかの啓発を行うのは、市町（あるいは自主防災組

織）であることを考えると、アンケート結果を市町

にフィードバックするべきである。 

③  実績確認の

方法の見直しに

ついて 

意見 アクション No.39 は、津波浸水区域内にあるすべ

ての自主防災組織が津波避難訓練を実施することを

目指し、４年に１度、県内の自主防災組織すべて（約

5,000）を対象に行われる自主防実態調査のアンケー

ト結果から訓練の実施状況を確認しているが、以下

の点で、見直しが必要であると考える。 

（アクション

No.39） 

[危機情報課] 

ア． 訓練の実施状況の確認方法 

津波浸水区域内にある自主防災組織の状

況を確認するのに、5,000 もある県内すべて

の自主防災組織を対象にしたアンケート調

査から確認するのは非常に非効率である。

自主防災組織ではなく、21 の沿岸市町に確

認すれば足りるはずである。 

イ． 訓練の実施率の算定方法 

訓練の実施率は、訓練を行うべき自主防

災組織の数を分母に、そのうち訓練を実施

している自主防災組織の数を分子にして算

出すべきであるが、アンケートに回答がな

かった自主防災組織の数を分母から外して

いる。また、訓練を行うべき自主防災組織

に沿岸市町のすべての自主防災組織を集計

してしまっていて、津波浸水区域以外にあ

るものをかなり含めてしまっている。 

ウ． 市町への結果のフィードバック 

平成 28 年度の自主防実態調査のアンケー

ト結果は、未回答率が 16％あった。自主防実

態調査をより有効に活用するためには、回答

の有無も含めて、調査結果を各市町にフィー

ドバックして、市町で是正措置を図れる仕組

みに変えるべきである。 

④  目標指標の

設定方法の見直

しについて 

意見 アクション No.95 は、市町が進める同報無線の子

局の設置を交付金によって促進させるものである

が、目標指標を、県全体の人口から１基あたり 200
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 世帯と単純に割り返して設定している。交付金事業

は市町が進める事業を県がバックアップするものな

のだから、35 の市町に対して、市町が必要と考える

子局の数と現在の数を確認していけば、各市町にお

けるカバー状況や、今後、必要な交付金も正確にも

把握できるはずである。 

（アクション

No.95・149） 

[危機政策課] 

 

 

（アクション

No.86） 

また、アクション No.149（市町の緊急物資の備蓄）

でも、県の設定する目標数は市町の考える必要数の

積み上げと一致していない。県の計算では、平成 28

年度末の実績率が 100％に達しているが、市町の考え

る必要数と実績数の積み上げデータを確認しておく

必要がある。 

[消防保安課] 

 

（アクション

No.174） 

[健康福祉部 アクション No.86 の動力消防ポンプの口数につい

ても、No.95 と同様、単純に人口当たりで計算する

のではなく、消防本部及び消防団が必要と考える数

と現在の数を確認してくことで、現場におけるカバ

ー状況や、今後、必要な交付金を把握すべきである。

管理局政策監] 

 

 

アクション No.174 については、福祉避難所への避

難が必要かどうかの判定は、本人を取り巻く環境（支

援者の有無など）によって避難生活の困難さが異な

り、介護度のランクなどで機械的に分けることがで

きないので、想定避難者数の捉え方を見直す必要が

ある市町がないかどうかを再確認しておくべきであ

る。 

⑤  市町の事業

のチェックでの

契約状況の確認

について 

意見 平成 28 年度に同時通報用無線施設整備事業費が

使われた 11 の市町について、子機の契約状況を追加

確認した結果、親機を購入した業者と高額な随意契

約をしているケースが検出された。 

[中部危機管理

局] 

これは、実施事業の特殊性から、親機を購入した

業者から子機の購入や、保守契約を依頼せざるを得

ないためということであるが、今後、親機を購入す

る際には、それ以降の子機の購入や保守契約も十分

に考慮していくべきである。市町への指導・助言に

おいて、本件のような状況について説明を加えるこ

とが必要と考える。 

 

Ｄ．防災ヘリコプター活動事業費 

結果 項目 内容 

①  目標指標の

実績改善につい

て 

意見 目標指標の「常時、県内で２機以上のヘリが配備

されている割合」が年間の６割にとどまっているこ

とについては、検査や修繕の時期が重ならないよう

に調整することも重要であるが、それ以前に、県内

３機の使用できなかった日数が多すぎることについ

て、県と静岡市・浜松市が一体になって、早急に原

[消防保安課] 
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因調査と改善策を検討したうえで、静岡県全体での

適な配備や管理運営の方法を議論すべきである。 

 

Ｅ．プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業費 

結果 項目 内容 

①  「わが家の

専門家診断説明

報告書」の「メ

モ欄」について 

意見 「わが家の専門家診断事業」は、住宅の耐震化を

進めるうえで入り口になる制度であり、そこで申込

者に直接会ってやり取りをした相談士が確認した情

報を「わが家の専門家診断説明報告書」に記録する

ことは、次のステップにつなげるために重要である。[建築安全推進

課] その重要なやり取りを記録すべき「メモ欄」の活

用が不十分なケースがあった市町が散見されるので

あれば、「メモ欄」に何を記載すればいいのかわかり

にくい形にするのではなく、確認すべき事項を具体

的に列挙して、埋めていく形式に見直すべきである。

そのうえで、相談士に対しても確認すべき事項を周

知徹底するとともに、調査の際に、市町に対しても、

十分な記載をしない相談士には業務委託しないよう

に指導を行うべきである。 

②  「わが家の

専門家診断事

業」における専

門家の派遣期間

の管理について 

意見 県は、市町の審査状況の調査で「わが家の専門家

診断事業」における申し込みから専門家派遣までの

期間が長いものがなかったかどうかを事後的にチェ

ックしているが、各市町において、申し込みから専

門家派遣までの期間をどのように管理しているのか

については踏み込んで確認していない。 [建築安全推進

課] 市町では、形式は統一されていないものの、それ

ぞれ「わが家の専門家診断事業」に関する台帳やリ

ストを作成しているため、表計算ソフトで申し込み

から一定期間経過しても専門家の派遣がない場合に

はすぐにわかるような設定をすることや、申し込み

から専門家派遣までの期間の集計をすることを指導

していくことなどを検討すべきである。 

さらに、相談士が少なくて派遣までの期間がかか

ってしまう市町があれば、市町の単位ではなく、広

域で相談士を融通する仕組みを構築するなどの検討

も必要だと考える。 

③  アクション

の進め方と、目

標指標や実績の

見直しについて 

意見 アクション No.68（緊急輸送路等沿いの落下物対

策の促進）とアクション No.69（緊急輸送路等沿いの

ブロック塀の耐震化の促進）では、実績の集計を厳

密にやろうとすると、膨大な作業となってしまうた

め、実績率を算定する際の分母となる耐震化対策が

必要とされる対象数として10年以上も前のデータを

継続して使用している。 

（アクション

No. 68・69） 

[建築安全推進

課] アクションそのものの実行ではなく、実績の集計
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に膨大な手間をかけるのは全く無意味であるが、ア

クションの趣旨を考えれば、緊急輸送路等が新たに

追加された場合には、その道沿いの建築物について

は、落下物や耐震化の対策が必要なものがないかど

うかのチェックは行われるべきである。そして、新

たに対策が必要と認識された対象物などを数値目標

や実績率の計算にも反映させていく必要がある。 

 

Ｆ．商工業総合振興対策費 

結果 項目 内容 

①  アクション

プログラムの目

標指標の設定に

ついて 

意見 本アクションでは、対象を 100 人以上の事業所と

しているが、担当課がＢＣＰの普及啓発事業におい

て策定率の推移を注目しているのは50人以上の事業

所である。 

[商工振興課] 担当課は、アンケート結果を事業所の人数別に集

計しているので、実績データを 50 人以上の事業所で

集計するのも、100 人以上の事業所で集計するのも、

事務作業としてはそれほど負荷がかかるわけではな

いが、二重管理になってしまっている。 

災害時の社会的な影響を考慮しながら、二重管理

による無駄を減らすために基準を一元化させること

が望ましい。 

②  アンケート

調査について 

意見 ＢＣＰの策定状況については、危機管理部が４年

に１回行っている企業防災実態調査のアンケートの

中にも質問項目に含まれており、できるだけアンケ

ート内容の共有や、重複を避けるような連携が必要

であると考える。 

[商工振興課] 

 

Ｇ．県単独道路整備事業費 

結果 項目 内容 

①  中長期的な

事業の進捗管理

について 

意見 平成 25 年度以降に追加的に行われてきている対

策については、平成 28 年度末までの４年間の累計達

成率は 80％にとどまり、単年度ごとの達成率のブレ

を見れば、順調に進んでいるとは言い難い状況にあ

る。 

[道路整備課] 

担当課は、当初の予定どおり平成 34 年度末までに

対象橋梁の耐震対策を完了させる予定であるとして

いるが、今後の計画数についても、平成 34年度まで

の年数に残りの数量を按分しているだけになってい

る。平成 30 年度からの５年間で残りの約 200 の橋梁

について、確実に工事を完了させることを目指すの

であれば、まず、計画の精度を高める必要がある。 

本アクションでは、どの橋梁を、どの事業年度に

対策を実施するのかという全体計画が作成されない
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まま事業が進められてきている。また、橋梁の優先

順位をつける条件は明確にしているものの、それぞ

れの条件グループの中での順位付けがされていない

ため、個々の橋梁をどのような順番で対策を実施す

る予定なのかが明確になっていない。 

各年度の予算状況によって、計画実行の進捗が変

わってしまうので、橋梁ごとに対策の予定時期まで

計画することは実務上困難だとしても、橋梁ごとに

対策の優先順位をつけてしまうことは可能である。

橋梁ごとの対策の順位をつけることで、実際には、

予算や関係者間の調整の状況によって、順番を前後

させることがあっても、後回しにしている橋梁はど

れなのか、また、全体の優先順位の中で、今年度ど

こまで完了して、来年度どのあたりまで完了させる

べきなのか、という進捗状況を関係者間で共有しな

がら、現場環境に応じた計画の見直しや進捗管理を

していくべきである。 

 

Ｈ．津波対策施設等整備事業費（海岸） 

結果 項目 内容 

①  「静岡モデ

ル」の今後の推

進について 

意見 レベル１を超えるレベル２の津波に対しても、被

害の 小化を目指す「静岡モデル」は、非常に重要

な取組であるが、現在の進捗状況は、21 の沿岸市町

の全てにおいて取り組まれているわけではない。 [河川企画課 

河 川 海 岸 整 備

課] 

資金的にも地形的にも条件が揃った浜松市沿岸部

等では、平成 31 年度末には完成する予定なので、そ

れまでは県全体で本アクションが進捗しているよう

な実績が示されるだろうが、今のままでは、平成 32

年度以降は、主には予算の問題から、一気に進捗が

スローダウンしてしまうことが予想される。 

 

もともと、本アクションは、21の沿岸市町の全て

に「静岡モデル」の検討会を設置することを目指す

ところからスタートし、それが実現し、次のステッ

プとして「静岡モデル」としての具体的な対策工事

を推進していくことに目標設定が見直されたもので

ある。しかし、上述のとおり、例外的に条件が揃っ

た浜松市等での工事だけが先行してしまっていて、

県全体としては、具体的な対策工事の推進という段

階には届いていない市町が多いなかで、目標設定が、

検討会の設置から一気に対策工事の推進に飛躍して

しまっている感がある。今後、言葉通り「静岡（県

の）モデル」として推進していくためには、県とし

て、前段階の条件整備のための市町への支援をもっ

と具体的に検討したり、予算化をしていく必要があ
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ると考える。 

前段階の条件整備としては、資金確保のための寄

付や対策工事への理解や協力を得る意味でも、まず

は、「静岡モデル」への住民・県民の関心を高めるこ

とが重要である。その点、県のホームページにも「静

岡モデル」の推進についての簡単な説明がされてい

るが、見る側に、自分たちの問題として何か協力し

なければならない、と考えさせるようなメッセージ

が伝わってくるものにはなっていない。 

レベル２の津波への対策については、沿岸部の地

形や利用状況などによって、できる対策、できない

対策も分かれ、また、津波の侵入を防ぐことに重点

を置くのか、津波から逃げることに重点を置くのか、

という考え方についても市町によって分かれること

が考えられる。住民に対して、静岡県全体の「静岡

モデル」の取組の中で、自分たちが住む市町には、

どのような特性や対策を進めるうえでの障害があっ

て、それによって、どのような対策が講じられてい

るのか、その対策がどの程度進んでいるのか、など、

他の市町と比較しながら理解を深めてもらい、当事

者意識を高めていけるような情報提供を行うことを

検討すべきである。 

 

Ｉ．吊り天井落下防止対策事業費 

結果 項目 内容 

①  今後の進め

方について 

意見 本アクションは、知事部局、警察本部、教育委員

会の３つの施設管理所管課の取り組みがひとまとめ

にされているが、担当課別の対応状況を見ても、全

体として進捗が遅いと言わざるを得ない。 

[教育委員会] 

「静岡県地震・津波対策アクションプログラム

2013」には、民間の事業者が所有する建築物の特定

天井に対する改修対策もあるが、民間の事業者に対

して改修を求める前に、県の取組や具体的な実施計

画を示さなければ、説得力に欠けてしまう。 

も進んでいる教育委員会については、すぐにで

きそうな撤去工事や応急的な落下防止措置を実施し

たことは評価できる。しかし、その後の追加対策に

ついては、学校施設の躯体の建替え・改修を優先し

て進めた後で、平成 34 年度にまとめて実施すること

を考えているとのことであるが、前提となる躯体の

建替え・改修計画が明確になっていない。人命を守

るための対策であり、施設管理所管課として中立公

平に対策を進めるためには、対外的にも説明可能な

順位づけの考え方を検討したうえで、躯体の建替
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え・改修計画を明確にする必要があると考える。 

意見 ②  施設関係者

への情報伝達の

徹底について 

[教育委員会] 

建築基準法は、改正前の建築物に対して遡及的に

新しい基準を満たすことを強制する効力はなく、今

後、改修などが行われる際に、新しい基準を満たす

ことを求めるにとどまる（既存不適格）。 

本アクションは、人命を守るための対策として、

法的な取り扱いを超えて、既存不適格となった特定

天井に対して改修工事を進めているということもあ

って、教育委員会でも、学校や施設の職員への情報

伝達については、あまり意識されてこなかった。 

しかし、建築基準法の範囲は広く、全ての領域に

対して本件のように改修を進めるのは、現実的には

難しく、防災上は、十分な改修工事ができていない

部分や危険な箇所がどうしても残ってしまうことを

前提に考える必要がある。 

この点、施設管理所管課に期待される役割として

は、本件のように既存不適格や老朽化した部分の改

修工事を進めることも重要であるが、防災上、注意

すべき箇所があれば、そのことを現場の施設職員た

ちに正しく理解させることの方が、現場における日

常の防災対策としてはむしろ重要ではないかと考え

る。 

各学校・施設において防災担当者が異動や退職で

変わること、後任者への引継ぎは日常業務に関する

事項が中心で本件のような内容は引継ぎから漏れや

すいことなどを考慮すれば、施設管理所管課から各

施設の防災担当者に対して、定期的に、情報発信す

ることと、各学校・施設内での職員への周知の指導

を徹底すべきである。 

 

 

 


